
議案第４１号 

 

   大口町税条例の一部改正について 

 

 大口町税条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

  令和２年６月３日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博 

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、地方税法が改正されたことに伴い、この条例の一部を改

正するため必要があるからである。 
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大口町税条例の一部を改正する条例 

 

（大口町税条例の一部改正） 

第１条 大口町税条例（昭和３８年大口町条例第１５号）の一部を次のように改正

する。 

  附則第１０条中「法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第６

１条又は第６２条」を、「又は附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に

「、第６１条若しくは第６２条」を加える。 

附則第１０条の２第１５項中「をいう」の次に「。第１６項において同じ」を

加え、同条に次の１項を加える。 

１６ 法附則第６２条に規定する市町村の条例で定める割合は１００分の０（生

産性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画に定める

業種に属する事業の用に供する同条に規定する家屋及び構築物にあっては、１

００分の０）とする。 

附則第１５条の２中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に改め

る。 

附則に次の１条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

第２３条 第１１条第７項の規定は法附則第５９条第３項において準用する法第

１５条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。 

第２条 大口町税条例の一部を次のように改正する。 

附則第１０条中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、「第

６１条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改める。 

附則第１０条の２第１６項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改める。 

附則に次の２条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第２４条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応す

るための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号。次条
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において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項に規定

する指定行事のうち、町長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の

縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを

請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした

場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第６０条

第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第１項第３

号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第３３条の７の規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

第２５条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染

症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３の２

第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは、「令和

１６年度」とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年１月１

日から施行する。 

 

- 3 -



大口町税条例の一部改正新旧対照表（第１条関係） 

新 旧 

附 則 附 則 

（読替規定） （読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の

２まで、第６１条又は第６２条の規定の適用

がある各年度分の固定資産税に限り、第５７

条の２第８項中「又は第３４９条の３の４か

ら第３４９条の５まで」とあるのは、「若し

くは第３４９条の３の４から第３４９条の５

まで又は附則第１５条から第１５条の３の２

まで、第６１条若しくは第６２条」とする。 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の

２までの規定の適用がある各年度分の固定資

産税に限り、第５７条の２第８項中「又は第

３４９条の３の４から第３４９条の５まで」

とあるのは、「若しくは第３４９条の３の４

から第３４９条の５まで又は附則第１５条か

ら第１５条の３の２まで」とする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

第１０条の２ 略 第１０条の２ 略 

２～１４ 略 ２～１４ 略 

１５ 法附則第１５条第４１項に規定する市町

村の条例で定める割合は１００分の０（生産

性の向上に重点的に取り組むべき業種として

同意導入促進基本計画（生産性向上特別措置

法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２

項に規定する同意導入促進基本計画をいう。

第１６項において同じ。）に定める業種に属

する事業の用に供する法附則第１５条第４７

項に規定する機械装置等にあっては、１００

分の０）とする。 

１５ 法附則第１５条第４１項に規定する市町

村の条例で定める割合は１００分の０（生産

性の向上に重点的に取り組むべき業種として

同意導入促進基本計画（生産性向上特別措置

法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２

項に規定する同意導入促進基本計画をい

う。）に定める業種に属する事業の用に供す

る法附則第１５条第４７項に規定する機械装

置等にあっては、１００分の０）とする。 

１６ 法附則第６２条に規定する市町村の条例

で定める割合は１００分の０（生産性の向上

に重点的に取り組むべき業種として同意導入

促進基本計画に定める業種に属する事業の用

に供する同条に規定する家屋及び構築物にあ

っては、１００分の０）とする。 

 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同

条第４項において準用する場合を含む。）に

掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに

限る。以下この条において同じ。）に対して

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同

条第４項において準用する場合を含む。）に

掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに

限る。以下この条において同じ。）に対して
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新 旧 

は、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元

年１０月１日から令和３年３月３１日までの

間（附則第１５条の６第３項において「特定

期間」という。）に行われたときに限り、第

７３条第１項の規定にかかわらず、軽自動車

税の環境性能割を課さない。 

は、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元

年１０月１日から令和２年９月３０日までの

間（附則第１５条の６第３項において「特定

期間」という。）に行われたときに限り、第

７３条第１項の規定にかかわらず、軽自動車

税の環境性能割を課さない。 

（個人の町民税の税率の特例等） （個人の町民税の税率の特例等） 

第２２条 略 第２２条 略 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶

予の特例に係る手続等） 

 

第２３条 第１１条第７項の規定は法附則第５

９条第３項において準用する法第１５条の２

第８項に規定する条例で定める期間について

準用する。 
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大口町税条例の一部改正新旧対照表（第２条関係） 

新 旧 

附 則 附 則 

 （読替規定） （読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の

２まで、第６３条又は第６４条の規定の適用

がある各年度分の固定資産税に限り、第５７

条の２第８項中「又は第３４９条の３の４か

ら第３４９条の５まで」とあるのは、「若し

くは第３４９条の３の４から第３４９条の５

まで又は附則第１５条から第１５条の３の２

まで、第６３条若しくは第６４条」とする。 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の

２まで、第６１条又は第６２条の規定の適用

がある各年度分の固定資産税に限り、第５７

条の２第８項中「又は第３４９条の３の４か

ら第３４９条の５まで」とあるのは、「若し

くは第３４９条の３の４から第３４９条の５

まで又は附則第１５条から第１５条の３の２

まで、第６１条若しくは第６２条」とする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

第１０条の２ 略 第１０条の２ 略 

２～１５ 略 ２～１５ 略 

１６ 法附則第６４条に規定する市町村の条例

で定める割合は１００分の０（生産性の向上

に重点的に取り組むべき業種として同意導入

促進基本計画に定める業種に属する事業の用

に供する同条に規定する家屋及び構築物にあ

っては、１００分の０）とする。 

１６ 法附則第６２条に規定する市町村の条例

で定める割合は１００分の０（生産性の向上

に重点的に取り組むべき業種として同意導入

促進基本計画に定める業種に属する事業の用

に供する同条に規定する家屋及び構築物にあ

っては、１００分の０）とする。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶

予の特例に係る手続等） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶

予の特例に係る手続等） 

第２３条 略 第２３条 略 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金

税額控除の特例） 

 

第２４条 所得割の納税義務者が、新型コロナ

ウイルス感染症等の影響に対応するための国

税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２

年法律第２５号。次条において「新型コロナ

ウイルス感染症特例法」という。）第５条第

４項に規定する指定行事のうち、町長が指定

するものの中止若しくは延期又はその規模の

縮小により生じた当該指定行事の入場料金、

参加料金その他の対価の払戻しを請求する権

利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定
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新 旧 

する指定期間内にした場合には、当該納税義

務者がその放棄をした日の属する年中に法附

則第６０条第４項に規定する市町村放棄払戻

請求権相当額の法第３１４条の７第１項第３

号に掲げる寄附金を支出したものとみなし

て、第３３条の７の規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借

入金等特別税額控除の特例） 

 

第２５条 所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき新型コロナウイルス感染症特例法第

６条第４項の規定の適用を受けた場合におけ

る附則第７条の３の２第１項の規定の適用に

ついては、同項中「令和１５年度」とあるの

は、「令和１６年度」とする。 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の目的 

  新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例

に関する法令の施行に伴う地方税法の一部改正に伴い、固定資産税における中小

事業者等が所有する償却資産、事業用家屋に係る軽減措置及び生産性革命の実現

に向けた特例措置の拡充・延長、軽自動車税における環境性能割の非課税適用期

限の延長等による所要の整備を図る必要があるため改正するものです。 

 

２ 改正の概要 

 (1) 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減

措置（附則第１０条関係） 

   厳しい経営環境にある（※）中小事業者等に対して、令和３年度課税の 1 年

分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標

準を２分の１又は０とします。 

  （※）令和２年２月から１０月までの任意の３か月間の売上高が、前年の同時

期と比べて３０％以上５０％未満減少している者は課税標準を２分の１、５

０％以上減少している者は課税標準を０とします。 

(2) 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充 

（附則第１０条の２関係） 

   新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小

企業を支援する観点から、機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附帯設備

であった適用対象を新たに３００万円以上の先端設備等とともに導入された事

業用家屋及び生産性が向上する構築物について、令和２年４月３０日から令和

３年３月３１日までの期間に取得されたものを３年間非課税とします。 

 (3) 軽自動車税における環境性能割臨時的軽減の延長（附則第１５条の２関係） 

   軽自動車税環境性能割の税率を１％分軽減する特例措置について、適用期限

を６月延長し、令和３年３月３１日までに軽自動車を取得したものを対象とし

ます。 

- 8 -



 (4）新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予に係る手続きの実施  

（附則第２３条関係） 

   新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和２年２月以降の任意の期間

において事業等に係る収入が前年同月と比べて概ね２０％以上減少しており、

納付が困難な者に対し、令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに納期

が到来する町税について無担保かつ延滞金なしで１年間徴収猶予を適用できる

特例を設けます。 

 (5）イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄付金控

除の適用（附則第２４条関係） 

   所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄

与するものとして県、町条例で定めるものについて、個人住民税の税額控除の

対象とします。（税額控除割合：県民税４％、町民税６％） 

 (6）住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応  

（附則第２５条関係） 

 新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、

住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置を講じます。 

 住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和２年１２月末までに入居できなか

った場合でも、次の要件を満たす場合には、控除期間が１３年に延長された住

宅ローン控除を適用することとします。住宅ローン控除可能額のうち所得税か

ら控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。 

① 新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅 

又は増改築等を行った住宅への入居が遅れた場合 

② 一定の期日までに、新築、建売住宅、中古住宅の取得、増改築等に係る契約

を行っており、その住宅に令和３年１２月末までに入居している場合 

 

３ 施行期日 

  公布の日から施行します。ただし、（5）新型コロナウイルス感染症等に係る寄

附金控除の特例及び（6）住宅借入金等特別税額控除の特例は、令和３年１月１日

から施行します。 
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